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エ
ネ
ル
ギ
ー
、
食
料
品
価
格
等
の
物

価
高
騰
の
影
響
に
よ
る
経
済
的
負
担

の
軽
減
を
図
る
た
め
、
低
所
得
世
帯
等

に
対
し
て
給
付
金
を
支
給
し
ま
す
。 

◆
支 

給 

額 

１
世
帯
当
た
り
７
万
円 

◆
支
給
方
法 

 

口
座
振
込 

◆
対
象
と
な
る
世
帯 

 
令
和
５
年
12
月
１
日
時
点
で
深
浦

町
に
住
所
が
あ
り
、
令
和
５
年
度
の
住

民
税
均
等
割
が
非非
課課
税税
でで
ああ
るる
方方
のの
みみ

でで
構構
成成
ささ
れれ
てて
いい
るる
世世
帯帯
。。 

住住
民民
税税
課課
税税
者者
にに
扶扶
養養
ささ
れれ
てて
いい
るる

方方
でで
構構
成成
ささ
れれ
たた
世世
帯帯
及及
びび
住住
民民
税税
均均

等等
割割
のの
みみ
がが
課課
税税
ささ
れれ
てて
いい
るる
方方
のの
世世

帯帯
はは
、、
今今
回回
のの
給給
付付
金金
のの
対対
象象
かか
らら
除除

きき
まま
すす
。。  

※
対
象
と
な
る
世
帯
に
は
、
個
別
に
通

知
し
ま
す
。 

※
未
申
告
者
が
い
る
世
帯
は
対
象
外

と
な
り
ま
す
の
で
、
申
告
を
お
願
い
し

ま
す
。 

 

◆
手
続
き
方
法 

口口
座座
をを
登登
録録
（（
新新
規規
（（
変変
更更
））））
すす
るる

必必
要要
がが
なな
けけ
れれ
ばば
、、
手手
続続
きき
不不
要要
でで
すす
。。

令
和
５
年
１
月
１
日
以
降
に
転
入

し
た
方
や
世
帯
構
成
の
変
更
等
に
よ

り
、
要
件
を
満
た
し
て
い
な
が
ら
通
知

が
届
か
な
い
場
合
は
申
請
が
必
要
で

す
。
申
請
書
は
役
場
福
祉
課
、
支
所
に

申
請
書
が
あ
り
ま
す
の
で
、
２
月
29
日

ま
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。 

 給
付
金
を
か
た
っ
た
“
振
り
込
め
詐

欺
”
や 

“
個
人
情
報
の
搾
取
”
に
注

意
！ 

 

ご
自
宅
や
職
場
な
ど
に
町
か
ら
問

い
合
わ
せ
を
行
う
こ
と
は
あ
り
ま
す

が
、
Ａ
Ｔ
Ｍ
の
操
作
を
お
願
い
す
る
こ

と
や
、
支
給
の
た
め
の
手
数
料
な
ど
の

振
込
み
を
求
め
る
こ
と
は
絶
対
に
あ

り
ま
せ
ん
。 

 

も
し
、
不
審
な
電
話
が
か
か
っ
て
き

た
場
合
に
は
、
す
ぐ
に
役
場
窓
口
ま
た

は
最
寄
り
の
警
察
に
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。 

□
問
合
せ
先 

 

福
祉
課 
福
祉
ふ
れ
あ
い
係 

 

℡ 

74-

２
１
１
７ 

 

    

深
浦
町
で
は
、
燃
料
や
物
価
の
高
騰

対
策
事
業
と
し
て
深
浦
町
生
活
応
援

商
品
券
を
各
世
帯
へ
12
月
上
旬
に
配

布
し
て
お
り
ま
す
が
、
使
用
期
限
が
あ

り
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
期
限
中
に
ご
活
用

く
だ
さ
い
。 

◆
使
用
期
限 

２
月
18
日
（
日
）
ま
で 

◆
取
扱
店
舗 

町
内
１
０
４
店
舗
で
利
用
で
き
ま

す
。
取
扱
店
舗
一
覧
は
商
品
券
と
同
封

し
て
お
り
ま
す
の
で
、
ご
確
認
く
だ
さ

い
。 

□
問
合
せ
先 

観
光
課 

商
工
振
興
係 

℡ 

74-

４
４
１
２ 

深深
浦浦
町町
生生
活活
応応
援援
商商
品品
券券

のの
使使
用用
期期
限限
にに
つつ
いい
てて  

非非
課課
税税
世世
帯帯
等等
物物
価価
高高
騰騰

対対
策策
給給
付付
金金
のの
おお
知知
らら
せせ  
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令
和
６
年
４
月
か
ら
使
用
す
る
農

業
用
免
税
軽
油
使
用
者
証
・
免
税
証
の

交
付
申
請
を
次
の
と
お
り
仮
受
付
し

ま
す
。
希
望
さ
れ
る
方
は
必
要
書
類
を

揃
え
、
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。 

な
お
、
令
和
６
年
度
税
制
改
正
に
よ

り
免
税
軽
油
制
度
が
継
続
さ
れ
な
い

場
合
は
、
免
税
証
は
交
付
で
き
ま
せ

ん
。
制
度
が
継
続
さ
れ
た
場
合
、
４
月

上
旬
に
免
税
証
を
交
付
す
る
予
定
で

す
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ

い
。 

◆
日
時 

 

１
月
４
日
（
木
）
～ 

１
月
31
日
（
水
） 

午
前
９
時
～
午
後
３
時 

◆
場
所 

青
森
県
五
所
川
原
合
同
庁
舎
県
税

部
内
（
五
所
川
原
市
栄
町
10
） 

◆
必
要
書
類
等 

①
耕
作
証
明
書
（
各
市
町
の
農
業
委
員

会
で
発
行
し
た
も
の
） 

②
免
税
軽
油
使
用
者
証
（
初
め
て
申
請

す
る
方
を
除
く
） 

③
返
信
用
郵
便
切
手
４
４
４
円
分 

④
使
用
機
械
の
譲
渡
証
明
書 

（
初
め
て
申
請
す
る
方
及
び
使
用
者

証
登
録
機
械
に
追
加
の
あ
る
方
の
み
）

⑤
県
証
紙
４
０
０
円
分 

（
初
め
て
申
請
す
る
方
、
使
用
者
証
の

有
効
期
限
が
切
れ
る
方
、
使
用
者
証
登

録
機
械
に
変
更
の
あ
る
方
、
使
用
者
証

を
紛
失
し
た
方
） 

□
問
合
せ
先 

 

西
北
地
域
県
民
局 

県
税
部
課
税
課 

 

℡ 

０
１
７
３-

34-

２
１
１
１ 

 
 

 
 
 
  
  
 
 
 
 

（
内
線
２
０
７
） 

    

深
浦
町
の
こ
れ
か
ら
を
み
ん
な
で

語
り
合
っ
て
み
ま
せ
ん
か
。
地
域
の
活

性
化
・
住
み
よ
い
ふ
る
さ
と
づ
く
り
な

ど
、
よ
り
よ
い
町
づ
く
り
の
た
め
の
意

見
交
換
を
行
う
「
町
づ
く
り
グ
ル
ー
プ

ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
」
の
開
催
を
募
集
し
ま

す
。 

◆
グ
ル
ー
プ
の
要
件 

 

町
づ
く
り
に
関
心
の
あ
る
５
～
10

名
程
度
の
グ
ル
ー
プ 

例
え
ば…

ス
ポ
ー
ツ
チ
ー
ム
の
仲
間
・

消
防
団
・
同
じ
趣
味
の
仲
間
・
老
人
ク

ラ
ブ
・
職
場
の
仲
間 

な
ど 

※
グ
ル
ー
プ
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
の
た
め

に
新
た
に
組
織
し
て
も
構
い
ま
せ
ん
。

◆
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
の
方
法 

気
軽
に
話
せ
る
よ
う
に
フ
リ
ー
ト

ー
ク
と
し
ま
す
。 

◆
過
去
の
テ
ー
マ
例 

①
産
直
施
設
の
活
性
化
に
つ
い
て 

②
住
民
共
同
の
町
づ
く
り 

③
子
育
て
し
や
す
い
町
づ
く
り 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

な
ど 

※
平
成
21
年
度
か
ら
23
回
開
催
さ
れ

ま
し
た
。 

◆
申
込
方
法 

次
の
内
容
を
総
合
戦
略
課
へ
お
知

ら
せ
の
上
、
申
込
み
く
だ
さ
い
。 

〇
グ
ル
ー
プ
名
・
代
表
者
の
氏
名
及
び

連
絡
先
・
参
加
者
の
氏
名 

〇
話
し
合
い
の
テ
ー
マ
（
テ
ー
マ
に
あ

っ
た
役
場
担
当
も
出
席
し
ま
す
） 

〇
開
催
希
望
日
時
（
基
本
的
に
平
日
の

２
時
間
程
度
） 

〇
開
催
予
定
場
所
（
公
共
施
設
を
希
望

す
る
場
合
は
調
整
し
ま
す
） 

□
問
合
せ
先 

 

総
合
戦
略
課 
企
画
調
整
係 

 

℡ 

74-

２
１
２
２ 

   

 

こ
れ
ま
で
、
農
業
経
営
収
入
保
険
に

加
入
す
る
た
め
に
は
、
２
年
以
上
の
青

色
申
告
の
実
績
が
必
要
で
し
た
が
、
制

度
改
正
に
よ
り
１
年
分
の
青
色
申
告

実
績
で
加
入
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。 

青
色
申
告
の
実
績
期
間
が
短
縮
さ

れ
た
こ
と
で
、
令
和
６
年
か
ら
青
色
申

告
を
さ
れ
る
方
で
あ
れ
ば
、
令
和
７
年

１
月
か
ら
加
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。 

          

□
問
合
せ
先 

Ｎ
Ｏ
Ｓ
Ａ
Ｉ
青
森 

津
軽
支
所 

 

℡ 

０
１
７
３-

33-

１
５
１
３ 

町町
づづ
くく
りり
ググ
ルル
ーー
ププ  

ミミ
ーー
テテ
ィィ
ンン
ググ
開開
催催
募募
集集  

農農
業業
用用
免免
税税
軽軽
油油  

使使
用用
者者
証証
・・
免免
税税
証証
のの  

交交
付付
申申
請請
仮仮
受受
付付  

「「
農農
業業
経経
営営
収収
入入
保保
険険
」」  

青青
色色
申申
告告
１１
年年
目目
かか
らら  

加加
入入
可可
能能
にに
なな
りり
まま
すす  



      

香
川
県
高
等
技
術
学
校
「
さ
ぬ
き
う

ど
ん
科
」
を
卒
業
し
、
青
森
市
で
う
ど

ん
店
を
営
業
し
て
お
り
ま
し
た
、
深
浦

町
地
域
お
こ
し
協
力
隊
の
浪
岡
敏
勇

（
な
み
お
か
と
し
お
）
が
講
師
と
な
り

ま
す
。 

本
場
香
川
の
「
手
打
ち
う
ど
ん
」
を

気
軽
に
楽
し
く
学
び
ま
せ
ん
か
？ 

今
年
度
最
後
の
開
催
と
な
り
ま
す

の
で
、
た
く
さ
ん
の
ご
応
募
を
お
待
ち

し
て
お
り
ま
す
。 

※
万
一
の
場
合
に
備
え
、
参
加
者
名
簿

を
作
成
し
、
総
合
戦
略
課
に
て
管
理
、

対
応
し
ま
す
。 

◆
日
時 

１
月
28
日
（
日
） 

11
時
～
14
時
（
予
定
） 

◆
場
所 

ふ
れ
あ
い
と
創
造
の
館 

◆
費
用 

無
料 

◆
人
数 

10
名 

 

※
定
員
に
達
し
次
第
締
め
切
り
ま
す
。

◆
内
容 

①
小
麦
粉
と
塩
と
水
の
お
話 

【【
今今
年年
度度
最最
後後
！！
】】  

手手
打打
ちち
うう
どど
んん
教教
室室
のの  

おお
知知
らら
せせ  

②
う
ど
ん
団
子
の
作
り
方 

③
う
ど
ん
打
ち
・
茹
で
上
げ
・
試
食 

④
片
付
け
・
質
疑
応
答
・
そ
の
他 

◆
持
ち
物 

バ
ン
ダ
ナ
等
、
エ
プ
ロ
ン
、
持
ち
帰

り
用
タ
ッ
パ
ー 

◆
そ
の
他 

①
教
室
参
加
者
は
、
イ
ベ
ン
ト
保
険
に

加
入
し
ま
す
。 

②
開
催
中
は
、
講
師
の
指
示
に
従
っ
て

く
だ
さ
い
。 

③
初
参
加
の
方
の
申
込
み
を
優
先
し

ま
す
。 

④
申
込
み
の
受
付
は
１
月
15
日(

月)

９
時
～
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

□
問
合
せ
先 

 

総
合
戦
略
課 
地
域
政
策
係 

 

℡ 

74-

２
１
２
２ 

        

当
調
査
は
、
お
住
ま
い
の
地
域
の
観

光
に
対
す
る
考
え
方
や
思
い
を
知
る

住住
民民
観観
光光
意意
識識
調調
査査
へへ
のの  

ごご
協協
力力
のの
おお
願願
いい  

た
め
の
も
の
で
す
。
頂
い
た
回
答
は
津

軽
地
域
の
観
光
促
進
の
た
め
の
参
考

と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

◆
特 

典 

 

ア
ン
ケ
ー
ト
に
ご
回
答
い
た
だ
い

た
方
の
中
か
ら
抽
選
で
、
３
か
月
ご
と

に
15
名
様
へ
津
軽
地
域
の
特
産
品
セ

ッ
ト
（
３
，
０
０
０
円
相
当
）
を
プ
レ

ゼ
ン
ト
。 

※
ア
ン
ケ
ー
ト
の
回
答
は
実
施
期
間

内
で
お
一
人
様
１
回
ま
で
と
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。 

◆
調
査
期
間 

 

令
和
５
年
９
月
～ 令

和
６
年
３
月
末 

ア
ン
ケ
ー
ト
回
答
・
プ
レ
ゼ
ン
ト
応

募
は
コ
チ
ラ
か
ら 

 

 

   
□
問
合
せ
先 

（
一
社
）C

la
n
P
E
O
N
Y

津
軽 

℡ 
０
１
７
２-

88-

６
０
９
０ 

ﾒｰﾙ 
c
p
t
s
u
ga
ru
@
g
m
a
i
l
.c
om
 

   

 

令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
建
設
業
、

自
動
車
運
転
の
業
務
の
時
間
外
労
働
の

上
限
規
制
に
つ
い
て
、
下
記
特
例
を
除

い
て
適
用
さ
れ
ま
す
。 

【
建
設
業
】
災
害
の
復
旧
・
復
興
の
事
業

に
関
し
て
は
、
時
間
外
・
休
日
労
働
の
合

計
に
つ
い
て
、
月
１
０
０
時
間
未
満
、
複

数
月
平
均
80
時
間
以
内
と
す
る
規
制

は
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。 

【
自
動
車
運
転
業
務
】
時
間
外
・
休
日
労

働
の
合
計
に
つ
い
て
、
月
１
０
０
時
間

未
満
、
複
数
月
平
均
80
時
間
以
内
及
び

時
間
外
労
働
に
つ
い
て
、
月
45
時
間
を

超
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
年
６
か
月

ま
で
と
す
る
規
制
は
適
用
さ
れ
ま
せ

ん
。 

〇
詳
細
に
つ
い
て
は
「
時
間
外
労
働
の

上
限
規
制
の
適
用
猶
予
事
業
・
業
務
」
で

検
索
。 

□
問
合
せ
先 

 

五
所
川
原
労
働
基
準
監
督
署 

労
働
時
間
相
談
・
支
援
班 

 

℡ 

０
１
７
３-

35-

２
３
０
９ 

 

適適
用用
猶猶
予予
事事
業業
・・
業業
務務
のの  

時時
間間
外外
労労
働働
のの  

上上
限限
規規
制制
にに
つつ
いい
てて  
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令和６年４月から保育所等の利用を希望される方の受付を下記のとおり行います。すでに、認

定こども園または保育所を利用している方についても、現現況況届届のの提提出出が必要となります。 

 

１．手続きが必要な方  

①令和６年４月から新たに、認定こども園や保育所の利用を希望される方 

②すでに町内外の保育所などを利用している方で、４月以降も引続き利用を希望される方 

 

２．受付期間等 

状況に応じて、必要な手続きの内容や受付場所が異なりますのでご注意願います。 

 

① 令和６年４月から新たに保育所等の利用を希望される方 

役場福祉課、岩崎・大戸瀬支所、町内の保育施設で用紙を配付しております。 

必要な手続き 受付期間 受付場所 

・給付認定申請書兼保育 

利用申込書 

・児童の健康状況調査票 

１月１５日（月）～２月１４日（水） 

８：３０～１７：００  

※土・日・祝日を除く 

・役場福祉課子育て支援係 

・岩崎・大戸瀬支所 

・利用を希望する保育施設 

 

② すでに町内の保育所などを利用している方で、４月以降も引続き利用を希望される方 

現在利用中の施設を通して必要書類を配付します。 

必要な手続き 受付期間 受付場所 

・現況届 

１月１５日（月）～２月１４日（水） 

８：３０～１７：００  

※土・日・祝日を除く 

・役場福祉課子育て支援係 

・現在利用中の保育施設 

※令和６年４月から新たに下のお子さんも利用を希望する場合は、上記①のとおり給付認定申

請及び保育利用申込みが必要となります。 

 

③ すでに町外の保育所などを利用している方で、４月以降も引続き利用を希望される方 

保護者の方へ必要書類を郵送します。 

必要な手続き 受付期間 受付場所 

・現況届 

１月１５日（月）～１月３１日（水） 

８：３０～１７：００  

※土・日・祝日を除く 

・役場福祉課子育て支援係 

・岩崎・大戸瀬支所 

※令和６年４月から新たに下のお子さんも利用を希望する場合は、上記①のとおり給付認定申

請及び保育利用申込みが必要となります。 

 

３．提出書類、持ち物 

①全員が必ず提出、持参する物 

（１）子どものための教育・保育給付認定申請書（現況届）兼利用申込書 

・・・児童１人につき１枚 

（２）父母及び入所を希望するお子さんの個人番号を申込書に記載し、申請者の 

身元が確認できるものの提示（マイナンバーカードや運転免許証・保険証など） 

（３）保育の必要性を証明する書類・・・父母各々１枚 

  
「「認認定定ここどどもも園園・・保保育育所所」」利利用用ののごご案案内内  

（（令令和和６６年年４４月月以以降降のの新新規規利利用用・・継継続続利利用用））  

広報ふかうら（お知らせ版）④ 
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保護者の状況（事由） 保育の必要性を証明する書類 

会社員・公務員等 

（勤務内定者も含む） 

・就労証明書 
※産休中又は育休中の方も提出してください。また、復職後も再提出

してください。 

自営業従事者 
・就労証明書（以下の添付書類を提出した場合は、民生委員
の証明は不要） 
※添付書類：確定申告書若しくは、営業内容が分かる広告や名刺等 

農業・漁業従事者 ・就労証明書 

内職従事者 
・就労証明書（以下の添付書類を提出した場合は、民生委員
の証明は不要） 
※添付書類：内職の内容が分かる書類、請負契約書、納品書等 

妊娠・出産 
・母子手帳のコピー 
※保護者氏名・住所欄・出産予定日が分かるもの 

保護者自身の疾病・障害

親族等の介護、看護 

・医師の診断書、障害手帳のコピー、介護申立書 
※本人又は被看護者が保育できない状況、期間が分かるもの 

就学・職業訓練等 ・在学証明書や学生手帳等 

求職活動 ・求職活動申立書 

  

②以下の条件に該当する方のみ提出が必要な書類 

ひとり親世帯  
・戸籍謄本 ・児童扶養手当証書 ・その他分かるもの 
※上記のいずれか１点（コピー） 

令和５年１月２日以降に 

深浦町に転入された方 

マイナンバーを提示いただくと、市町村民課税（所得）証
明書の提出が省略できます。ただし、自治体によっては税
情報の内容を確認できない場合もありますので、追加でご
提出を求める場合があります。 

 

◆管内保育施設一覧 

保育施設名 住   所 電話番号  定 員（名） 

認定こども園柳田保育園 柳田字築棒沢１４０ ７６－２１２３ 
２５ 

（保育部分２０） 

めぐみ子ども園 関字栃沢８４－９ ７６－２０３９ 
２５ 

（保育部分１０） 

みはる保育園 風合瀬字上砂子川１５８－７ ７６－３０３４ ２０ 

みよし保育園 追良瀬字塩見山平１９５－１ ７４－３９５１ ２０ 

青い鳥保育園 深浦字中沢３－１ ７４－２７３７ ２０ 

えの木保育園 横磯字下岡崎８９－５ ７４－３４３１ ２０ 

きらら保育園 正道尻字小礒１１０－２３ ７７－２８２４ ２０ 

 

□問合せ先  福祉課 子育て支援係 ＴＥＬ ７４－２１１７ 
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令令和和６６年年度度町町県県民民税税等等のの申申告告相相談談をを行行いいまますす  令令令令和和和和６６６６年年年年度度度度町町町町県県県県民民民民税税税税等等等等のののの申申申申告告告告相相相相談談談談をををを行行行行いいいいまままますすすす    
    

■■  申申告告期期間間  令令和和６６年年２２月月７７日日（（水水））～～３３月月１１５５日日（（金金））※※土土・・日日曜曜日日・・祭祭日日はは除除くく。。  

（（22 月月 2288 日日（（水水））とと 33 月月 66 日日（（水水））とと 33 月月 1133 日日（（水水））はは、、シシスステテムムデデーータタ更更新新ののたためめ申申告告受受付付はは行行いいまませせんん。。））  

■■  受受付付時時間間  ９９：：００００～～１１５５：：３３００（（1111：：3300～～1133：：0000 はは休休憩憩時時間間））  

■ 申申告告会会場場  会会場場及及びび申申告告相相談談日日程程表表はは別別紙紙をを参参照照ししててくくだだささいい  
 

 令和５年１月１日～令和５年１２月３１日の収入や所得控除等について申告してください。申告

期間中は会場が混雑しますので、申告相談に必要な書類は、事前に整理・集計しておくとともに、

その内容について答えることができる方が申告してくださるようお願いします。  

 なお、申告していないと、所得証明書などの交付や国民健康保険税、各種福祉関係の料金算定・軽減・

支給などの判定ができない場合がありますので、申告が必要な方は必ず申告してください。 
 
◆◆  申申告告がが必必要要なな方方  （令和６年１月１日現在、深浦町に住所があり、次に該当する方） 

①営業等、農業、不動産、譲渡、一時、配当などの収入があった方 

②給与所得者で、会社で年末調整していない方や、２ヶ所以上の会社から給与を受けた方 

③給与または公的年金等の収入があった方で、ほかにも収入があった方 

④給与または公的年金等の収入があった方で、源泉徴収票に記載されていない生命保険料控除・社会

保険料控除・扶養控除、または医療費控除や寄付金控除・雑損控除などを受けようとする方 

⑤令和５年中に会社を退職した方 

⑥国民健康保険に加入している方 

⑦公共事業（県や町等）や個人で土地等を売った方 

⑧インボイス発行事業者 

 

  

①税務署に所得税の確定申告をした（する）方 

②給与収入のみの方で、勤務先から町に給与支払報告書（年末調整済）が提出されていて、雑損控除、

医療費控除、寄付金控除などを受けない方 

③公的年金等の収入のみの方で、年金支払者から町に公的年金支払報告書が提出されていて、雑損控

除、医療費控除、寄付金控除などを受けない方 

④遺族・障害年金の収入のみの方（他の所得がある場合は、申告が必要となります。） 
  

 

①ママイイナナンンババーーカカーードド（（※※作作成成さされれてていいなないい方方はは通通知知カカーードドとと身身元元確確認認書書類類（（運運転転免免許許証証等等））がが必必要要でですす。。））  

②給与所得者及び年金所得者は、源泉徴収票 

③上記②以外の方は、所得金額の計算に必要な帳簿書類、領収書等（収入と支出がわかるもの） 

④生命保険や地震保険に加入している方は、控除証明書 

⑤国民健康保険等に加入している方は、領収書 

⑥国民年金に加入している方は、社会保険料（国民年金保険料）控除証明書または領収書 

⑦医療費控除を受ける方は、医療費控除の明細書。 

 ※医療費控除の明細書は、役場税務会計課・大戸瀬支所・岩崎支所にございますので、申告前に必要事項

を記入し、申告会場へ持参願います。 

⑧障害者控除の適用を受ける方は、障害者手帳または療育手帳等  

⑨マスク（必ず着用する必要はございません。自己判断で着用願います。） 

⑩その他必要と思われる関係書類 

※税務署から確定申告に係る通知ハガキが送付された方は、申告会場に必ず持参してください。 

※給付金等を受給されている方は、給付額が分かるもの（通帳等）及び支給決定通知書を持参してください。 

※令和４年分の確定申告で雑損控除を適用した方（令和４年８月の大雨で家屋・家財・車両を被災した方）は、

関係書類の持参は不要ですが、今年も申告会場で必ず申告を行ってください。繰越控除額が適用できます。 

   

◆◆  申申告告にに必必要要なな書書類類等等    

◆◆  申申告告がが不不要要なな方方    

        
帳
簿
や
領
収
書
な
ど

の
整
理
を
お
願
い
し

ま
す 

≪≪申申告告にに関関すするるおお問問合合せせ先先≫≫  税税務務会会計計課課  税税務務係係  ℡℡7744--22111144（（直直通通）） 
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月 日 曜 対象地区 受付時間 場　　　　所

77 水水 岩　　坂　・　柳　　田

88 木木 北金１区　・　北金２区

99 金金 北金３区　・　関   　 　

1133 火火 晴　　 山　・　田 野 沢

14 水

２２ 1155 木木 沢　　辺

1166 金金 岩 崎 下　・　岩 崎 中

1199 月月 岩 崎 上　・　松　　神 

月月 2200 火火 正　　久　・　黒　　崎 

2211 水水 森　　山  ・  大 間 越

22 木

2266 月月 風 合 瀬　・　長 慶 平 

2277 火火 驫　　木　・　松　　原 

28 水

2299 木木 相 野 山　・　塩 見 崎 

11 金金 広　　戸　・　東　　野 

44 月月 横　　磯　・　舮　　作 

３３ 55 火火 ３　　区　・　４　　区 

6 水

77 木木 ６　　区　・　７　　区 

月月 88 金金 川 原 町　・　崎 の 町 

1111 月月 ５　　区　・　１２　区 

1122 火火 ＜町内全地区＞

13 水

1144 木木 ＜町内全地区＞

1155 金金 ＜町内全地区＞

99：：0000～～1111：：3300

1133::0000～～1155：：3300

役役　　場場　　本本　　庁庁　　１１階階ロロビビーー

99：：0000～～1111：：3300

1133::0000～～1155：：3300
役役　　場場　　本本　　庁庁　　１１階階ロロビビーー

町町  県県  民民  税税  等等  申申  告告  相相  談談  日日  程程  表表

《移動日》　　申告システム機器の移動、設置のため申告受付はできません。

※※当当日日のの朝朝にに風風邪邪ののよよううなな症症状状又又はは３３７７．．５５度度以以上上のの熱熱ががああるる場場合合はは、、他他のの日日にに申申告告ししてていいたただだくくよよううおお願願いい
いいたたししまますす。。
※※各各会会場場とともも開開始始直直後後がが混混雑雑ししまますすののでで、、可可能能なな方方はは時時間間ををずずららししてておおいいでで下下ささるるよよううおお願願いいししまますす。。
　　
　　　　　　　　　　　　◆◆おお問問合合せせ先先：：税税務務会会計計課課　　電電話話7744--22111144＜＜利利用用時時間間　　平平日日のの88：：1155～～1177：：0000ままでで＞＞

《移動日》　　申告システム機器の移動、設置のため申告受付はできません。

99：：0000～～1111：：3300

1133::0000～～1155：：3300

99：：0000～～1111：：3300

1133::0000～～1155：：3300
役役　　場場　　本本　　庁庁　　１１階階ロロビビーー

システムデータ更新のため、申告受付はできません。

99：：0000～～1111：：3300

1133::0000～～1155：：3300
役役　　場場　　本本　　庁庁　　１１階階ロロビビーー

大大  戸戸  瀬瀬  支支  所所　　１１階階　　会会議議室室

岩岩　　崎崎　　支支　　所所　　１１階階　　会会議議室室

システムデータ更新のため、申告受付はできません。

システムデータ更新のため、申告受付はできません。

99：：0000～～1111：：3300

1133::0000～～1155：：3300



 
 
 

令和６・７年度の深浦町が発注する建設工事等に関する競争入札への入札参加資格認定を希望

する者は、下記事項に従って申請書を提出してください。 

 

記 

 

１．受付対象  （1）建設工事  

（2）測量・コンサルタント等  

（3）物品製造・役務の提供等 

 

２．受付期間  ２月１日（木）～２月２９日（木）まで（土・日・祝日を除く） 

        午前８時１５分から午後５時まで（正午から午後１時までを除く） 

 

３．受付場所  〒038-2324 

（提出先）  青森県西津軽郡深浦町大字深浦字苗代沢 84 番地 2 

       深浦町役場 建設水道課 管理係  電話 0173-74-4413（直通） 

 

４．提出方法  持参又は郵送（郵送は２月２９日消印有効。なお、受領書が必要な場合は返信

用封筒（切手貼付）又は返信用ハガキを同封してください。） 

 

５．有効期間  ２年間（令和６年４月１日～令和８年３月３１日まで） 

 

６．提出書類  ９、１０ページのとおり 

 

７．そ の 他   

（１）建設工事、測量・建設コンサルタント等、物品製造・役務の提供等の業種毎に申請書を 

提出してください。 

 （２）宛名は「深浦町長」としてください。提出部数は１部です。 

 （３）各証明書は写しでも構いませんが、証明月日が申請書提出時の３か月以内のものを使用 

してください。 

 （４）ファイルの表紙及び背表紙には、申請区分と商号又は名称を記入してください。 

 （５）申請書を郵送する場合は、封筒の表の余白部分に朱書きで「競争入札参加資格審査申請 

書在中」と明記してください。 

 （６）申請書提出後、内容に変更があった場合は、遅滞なく変更届を提出してください。 

    なお、変更届の様式は指定しておりませんので、任意の様式にて提出してください。 

 

<各区分の提出書類及び添付書類の一覧は９、１０ページに掲載> 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

広報ふかうら（お知らせ版）⑧ 

令令和和６６・・７７年年度度  深深浦浦町町一一般般競競争争（（指指名名競競争争））入入札札参参加加資資格格審審査査申申請請書書  

（（指指名名願願））のの受受付付ににつついいてて  



①① 建建設設工工事事  
中央公契連統一様式（通称：国土交通省統一様式） 

または総務省作成標準様式（※総行行第 369 号参照） フラットファイル（Ａ４型、青色系） 

 
１．一般競争（指名競争）入札参加資格審査申請書（建設工事） 

２．経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書（写し可） 

※建設業法第２７の２３第１項による経営事項審査を受け、かつ、申請受理日時点で有効な

（当該経営事項審査の基準となった年月日から１年７か月以上経過していない）総合評定値

の通知を受けていること。 

３．社会保険等加入が確認できる書類（健康保険、厚生年金保険、雇用保険） 

（１）最新の経営事項審査結果通知書において、「雇用保険加入の有無」、「健康保険加入の 

有無」及び「厚生年金保険加入の有無」欄が「有」又は「除外」になっている場合は、

提出書類は不要です。 

（２）最新の経営事項審査結果通知書において、「雇用保険加入の有無」、「健康保険加入の 

有無」及び「厚生年金保険加入の有無」欄が「無」だが、当該入札参加資格申請日前

に加入済か適用除外となった場合は、保険等加入状況の確認資料等の提出が必要とな

ります。また、個人事業主等で社会保険等の適用を受けない加入義務のない場合は、

申立書（参考様式）を提出してください。 

※確認資料とは、保険料の納入等に係る領収書又は納入証明書の写し、労働保険概算書の写

しなど建設業許可申請手続の際に提出する保険等加入状況の確認資料と同じものです。 

４．建設業許可証明書（写し可） 

５．工事経歴書（直近２年分） 

６．営業所一覧表（支店・営業所等がない場合、提出不要） 

７．技術職員名簿又は技術者経歴書 

８．登記簿謄本もしくは履歴（現在）事項全部証明書（法人の場合・写し可）又は代表者身分証 

明書（個人の場合・写し可） 

９．納税証明書（写し可）（直前１年分） 

【法人の場合】 国 税・・・法人税、消費税及び地方消費税 
             （未納税額のない証明「様式その３の３」） 
        地方税・・・法人県民税、法人事業税 

法人町（市・村）民税、固定資産税 
【個人の場合】 国 税・・・所得税、消費税及び地方消費税 
             （未納税額のない証明「様式その３の２」） 
        地方税・・・個人事業税 

町（市・村）県民税、固定資産税 
10．印鑑証明書（写し可） 

11．使用印鑑届（原本・任意様式） 

12．年間委任状（支店・営業所長等に権限委任する場合）（任意様式） 

 

 

 

②②  測測量量・・建建設設ココンンササルルタタンントト等等  
中央公契連統一様式（通称：国土交通省統一様式） 

または総務省作成標準様式（※総行行第 369 号参照） フラットファイル（Ａ４型、黄色系） 

 
１．一般競争（指名競争）入札参加資格審査申請書（測量・建設コンサルタント等） 

２．登録証明書等の写し 

３．財務諸表類（直前１年分） 

４．実績調書又は業務経歴書（直近２年分） 
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５．営業所一覧表（支店・営業所等がない場合、提出不要） 

６．技術職員名簿又は技術者経歴書 

７．登記簿謄本もしくは履歴（現在）事項全部証明書（法人の場合・写し可）又は代表者身分証

明書（個人の場合・写し可） 

８．納税証明書（写し可）（直前１年分） 

【法人の場合】 国 税・・・法人税、消費税及び地方消費税 
               （未納税額のない証明「様式その３の３」） 
          地方税・・・法人県民税、法人事業税 

法人町（市・村）民税、固定資産税 
【個人の場合】 国 税・・・所得税、消費税及び地方消費税 

               （未納税額のない証明「様式その３の２」） 
          地方税・・・個人事業税 

町（市・村）県民税、固定資産税 
９．印鑑証明書（写し可） 

10．使用印鑑届（原本・任意様式） 

11．年間委任状（支店・営業所長等に権限委任する場合）（任意様式） 

 

 

 

③③  物物品品製製造造・・役役務務のの提提供供等等  
中央省庁統一様式 

または総務省作成標準様式（※総行行第 369 号参照） フラットファイル（Ａ４型、赤色系） 

 
１．一般競争（指名競争）入札参加資格審査申請書（物品の製造・販売・買い受け、役務の提供

等） 

２．納入実績、営業経歴書等（任意様式可）（直近１年分） 

３．財務諸表又は決算書（直前１年分） 

４．営業所一覧表（支店・営業所等がない場合、提出不要） 

５．登記簿謄本もしくは履歴（現在）事項全部証明書（法人の場合・写し可）又は代表者身分証

明書（個人の場合・写し可） 

６．納税証明書（写し可）（直前１年分） 

【法人の場合】 国 税・・・法人税、消費税及び地方消費税 

               （未納税額のない証明「様式その３の３」） 

          地方税・・・法人県民税、法人事業税、 

法人町（市・村）民税、固定資産税 

【個人の場合】 国 税・・・所得税、消費税及び地方消費税 

               （未納税額のない証明「様式その３の２」） 

          地方税・・・個人事業税 

町（市・村）県民税、固定資産税 

７．印鑑証明書（写し可） 

８．使用印鑑届（原本・様式任意） 

９．年間委任状（支店・営業所長等に権限委任する場合）（任意様式） 

 

 

□問合せ先  建設水道課 管理係 ＴＥＬ ７４－４４１３ 
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事業所から排出される廃棄物の処理について、下記のとおりお知らせします。 

【事業系ごみの区分】 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎◎汚汚れれやや内内容容物物、、油油分分ななどどがが付付着着ししたたままままののもものの  ◎◎水水分分をを含含んんだだままままのの状状態態ののもものの  

◎◎大大量量ののププララススチチッックク製製品品（（ビビニニーールル袋袋、、梱梱包包資資材材ななどど））  ◎◎分分別別さされれずず混混合合状状態態ののもものの  ななどど  

以上の状態にあるごみについては「産業廃棄物」として処理していただくことになります。 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第３条により、事業活動に伴って生じた廃棄物は、事業者

自らの責任において適正に処理しなければならないこと。また、廃棄物の再生利用等により減量

に努めることとされておりますのでご理解、ご協力のほどよろしくお願いします。 

 

□問合せ先  町民課 町民生活係 ＴＥＬ ７４－２１１５  

西海岸衛生処理組合 ＴＥＬ ７２－４７８３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□問合せ先  税務会計課 税務係 ＴＥＬ ７４－２１１４ 

事事業業者者のの皆皆様様へへ  ごごみみのの取取りり扱扱いいににつついいてて  

令令和和６６年年度度かからら森森林林環環境境税税（（国国税税））のの課課税税がが始始ままりりまますす  

事業者の皆様へ 
ごみの取り扱いについて 

 
 
 事業所から排出される廃棄物の処理について、下記のとおりお知らせ
します。 

 
【事業系ごみの区分】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ここののたためめ、、  
 

◎◎汚汚れれやや内内容容物物、、油油分分ななどどがが付付着着ししたたままままののもものの  
◎◎水水分分をを含含んんだだままままのの状状態態ののもものの  
◎◎大大量量ののププララススチチッックク製製品品（（ビビニニーールル袋袋、、梱梱包包資資材材ななどど））  
◎◎分分別別さされれずず混混合合状状態態ののもものの 

ななどど、、  
  

以上の状態にあるごみについては「「産産業業廃廃棄棄物物」」として処理していた

だくことになります。 

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第３条により、事業活動に伴って

生じた廃棄物は、事業者自らの責任において適正に処理しなければなら

ないこと。また、廃棄物の再生利用等により減量に努めることとされて

おりますのでご理解、ご協力のほどよろしくお願いします。 

 

 

 

 事業系ごみ
 （事業活動に伴って発生するごみ）

 産業廃棄物
 （法令に定める20種類）

 事業系一般廃棄物
 （産業廃棄物以外のごみ）

 資源ごみ
 （古紙類・空き缶など）

 資源ごみ以外の事業系一般廃棄物
 （可燃ごみ・生ごみなど）

お問合せ先 

深浦町役場 町民課 TEL:74-2115 

西海岸衛生処理組合 TEL:72-4783 

国税
県⺠税
町⺠税

令和６年度から森林環境税（国税）が始まります

 皆様のご理解とご協⼒をお願いいたします。

◎役場ホームページ掲載URL： https://www.town.fukaura.lg.jp/fixed_docs/2023110700019/

均等割 ３，５００円 ３，０００円
計 ５，０００円 ５，０００円

森林環境税 − １，０００円
個⼈住⺠税

森林環境税とは
 森林環境税は、令和６年度から国内に住所を有する個⼈に対して課税される国税です。
 個⼈住⺠税均等割の枠組みを⽤いて年額１，０００円／⼈を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は全
額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。
 令和６年度個⼈町県⺠税と森林環境税は、令和５年中（１⽉から１２⽉）の所得に基づいて課税されます。
令和６年度以降の個⼈町県⺠税均等割及び森林環境税について

令和５年度まで 令和６年度以降

 個⼈町県⺠税の均等割は、東⽇本⼤震災復興基本法に基づき、平成２６年度からの１０年間にわたり、臨時的
に年額１，０００円が引き上げられ、賦課徴収されておりました。この臨時的措置が終了し、令和６年度から新
たに森林環境税が導⼊されます。

 市区町村へ譲与される森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、「間伐等の
森林の整備に関する施策」と「⼈材育成・担い⼿の確保、⽊材利⽤の促進や普及啓発等の森林の整備の促進に関
する施策」に充てることとされています。

１，５００円 １，０００円
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　　　令和６年１月

　　　深浦町農林水産課

～～　　農農業業者者のの皆皆ささままにに情情報報をを発発信信ししまますす　　～～

　このたび、農業者の皆さまへ災害時の緊急連絡や各種支援制度等の情報を発信できるよ
うになりました。
　情報の受取りは、町の情報伝達システム「インフォカナル」アプリをスマートフォンに
インストールした後、下記の手順を参考に設定してください。
　※※災災害害発発生生時時はは早早めめのの情情報報連連絡絡がが必必要要ととななるるののでで、、ぜぜひひイインンスストトーールルををおお願願いいししまますす。。

設定の仕方が分からない方は、遠慮なく
農林水産課までご連絡ください。
【問合せ先】　電話：７４－４４１１

④

●インストール後の

設定手順（①～⑥）

「インフォカナル」

アプリを開き、「歯

車」マークを選択。

「購読設定」を選択。

「ＱＲコード」を選択。

自動でカメラが起

動するので、この

ＱＲコードを読み

込む。

読み込みが完了した

ら、「設定」を選択。

「閉じる」を選択。

以以上上でで設設定定はは完完了了でですす。。

設設定定はは保保存存さされれるるののでで

アアププリリはは閉閉じじててもも大大丈丈夫夫でですす。。

⑤ ⑥

① ➁ ③

Androidをご利用の場合 iPhoneをご利用の場合

Playストアで「インフォカ

ナル」と検索しインス

トール、又は上のＱＲ

コードを読み込む。

「「イインンフフォォカカナナルル」」アアププリリ イインンスストトーールル方方法法

Appストアで「インフォ

カナル」と検索しインス

トール、又は上のＱＲ

コードを読み込む。




